
京都よろず塾

就業規則を作成しましょう

開  催  日 随時開催【完全予約制】 ＊日時はweb/電話にて調整

時 間 ①9:30 ②11:00 ③13:00 ④14:30 ⑤16:00 （所要時間：60分/回）

☑京都府産業支援センター 京都産業21お客様相談室
京都市下京区中堂寺南町134

・就業規則の意義
・就業規則の役割
・就業規則の作成
・作成のポイント

開催日

時間

場所

内容

京都府よろず支援拠点
           コーディネーター

森川 茂樹
（社会保険労務士・
中小企業診断士）

講師
対象者：こんな方/企業にお勧めです！

講師よりひと言

京都府よろず支援拠点
TEL 075-315-1055

  HP https://kyoto-yorozu.jp/

申し込み先

◆ 就業規則の作成を検討されている方
◆ 実際に就業規則を作成しようとされている方
◆ 会社と従業員のルールを明確にしたい方

就業規則を作成するにあたりお手伝いいたし
ます。お気軽にご相談下さい。
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